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1. 第２回有識者委員会意見と対応
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1. 第２回有識者委員会意見と対応 3

分類 主なご意見 ご意見に対する対応 該当箇所

防災

○対象地域の広域流動を考えるうえでは、通過交通の流動を
把握する必要がある。

○ETC2.0プローブデータを用いて、対象地域を発着・通過する交通
の経路および発着点を把握。 P9～P13

○対象地域には古琵琶湖層群が分布しているため、道路計画
段階では地すべり等のリスクに留意すべきである。

○古琵琶湖層群、地質リスク箇所（地すべり防止区域、土砂災害警
戒区域、急傾斜地崩壊危険区域）を整理。 P15

○通行止めの実績と、実際に発生した斜面崩落等の災害発生
状況は別物であるためこれらは分けて整理する必要がある

○対象地域における豪雨災害事例、斜面崩落等の災害発生状況を
整理。 P16

○一般道も含め、網羅的に事前通行規制区間を整理する必要
がある。

○一般道の事前通行規制区間を整理。
P17

○災害は発生頻度が低いため、長期スパンで集計期間を設定
して、通行止め発生状況を把握していくことが重要。また、通
行止め発生状況は様々な発生パターンが考えられるため、
事例整理が必要。

○通行止め発生状況の集計期間を10年間に拡大。
○通行止め発生パターンを整理。

P18～P19

○整備により広域道路ネットワークの信頼性が高まることを整
理していただきたい。

○同時通行止め発生パターンを分析し、通行止め時の課題を整理。
○具体の整備効果については、第４回有識者委員会以降に提示。 P19

○能登半島地震を踏まえ、迂回の重要性の認識が変化してい
る可能性がある。

○第２回意見聴取において、防災（迂回）の課題認識に関する設問
を設定。 P44

物流

○名神名阪連絡道路の整備により、物流の圏域が広がること
が期待される。

○H30全国輸出入コンテナ貨物流動調査結果を用いて、現状の物
流圏域を把握。 P23

○意見聴取において、物流ドライバーの意見を収集できるよう
改善すること。

○第２回意見聴取において、物流ドライバーを主たる聴取対象に設
定。 P38

安全

○対象地域の交通事故の発生状況を整理いただきたい。 ○事故データを用いて、対象地域および主たる走行経路の事故発
生状況を把握。 P30

○警察や市町でヒヤリハット情報を把握しているならば、情報
収集いただきたい。

○あいおいニッセイ同和損保(株)の急減速データを用いて、対象地
域のヒヤリハット発生状況を把握。 P31

○対象地域の歩道整備状況を整理いただきたい。 ○道路交通センサス、道路台帳附図等を用いて、対象地域の歩道
整備状況を把握。 P32

優先区間
○優先区間の検討について、区間を分けた時、発現が想定さ

れる効果をそれぞれの区間で整理すること。
○具体の整備効果については、第４回有識者委員会以降に、区間

ごとに発現が想定される整備効果を提示。 －



2. 優先区間の絞り込み方針
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2-1. 対象地域（位置）

•名神名阪連絡道路は、名神高速道路八日市IC付近から名阪国道上柘植IC付近（以下、「対象区間」という。）に至る約30㎞の
高規格道路※で、国道1号や新名神高速道路等の主要な道路と交差し、滋賀県東近江市、蒲生郡日野町、甲賀市、三重県伊賀
市の3市1町（以下、「対象地域」という。）を通過する。

※名神名阪連絡道路は令和3年7月の新広域道路交通計画において高規格道路に位置づけられるとともに、令和5年4月に重要物流道路の「計画区間」に指定された。
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凡 例

対象地域

IC、JCT

＜道路種別＞

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

その他道路

凡 例

対象地域

IC、JCT

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

その他道路



2-2. 優先区間の絞り込み手続きについて 6

□対象区間は約30kmにおよぶことからも、早期の効果発現のため、
「優先区間」を設定し、計画の具体化を進めることが有効。
（第２回有識者委員会にて確認）

□「優先区間の絞り込み」手続きは、地域特性、道路交通状況の
課題等を把握したうえで、特に課題が大きく緊急性が高い区間
について、優先的に取り組む区間として設定するもの。



2-3. 優先区間の絞り込み方針 7

＜観点①＞
課題の大きさ
（客観的データ）

＜観点②＞
利用及び地域での位置づけ

（上位計画、ヒアリング等）

＜観点③＞
緊急性

（アンケート、ヒアリング）

〔地域特性、道路交通状況の課題〕

〇防災
・災害支援や復旧活動を支える
災害に強い道路ネットワークの不足

・降雨や災害による通行止めリスク、
迂回機能の不足

・高規格道路ネットワークの不足

〇物流

・南北方向の幹線道路網が不足している中、

現道の大型車混入率が高い（需要が高い）

・現道は幅員が狭い区間がある

〇安全
・現道の大型車混入率が高く、
生活道路の安全性が低い

・現道の歩道整備率が低く、
歩行者自転車の事故リスクが高い

〇観光
・観光地間の連絡性・周遊性が低い など

〔課題を評価する指標イメージ＝課題別評価〕
・事前通行規制区間
・通行止め箇所と件数（災害、事故）
・道路部幅員、所要時間
・事故件数、ヒヤリハット発生状況
・歩道整備率、大型車混入率
・観光入込客数 など

〔利用〕
○日常生活
・通勤通学、買物

○経済活動
・沿線企業または
その他企業の広域物流

・対象地域の開発計画
・当該地域に関連する
広域観光

○緊急活動
・災害支援、迂回機能 など

〔意見聴取〕
地域で緊急性が高く、
対応が求められている
課題を抽出

○防災（迂回）

○物流

○安全

○観光

優先区間の絞り込み

地域の情勢及び
効果の早期発現を考慮

▼優先区間設定までの流れ

第３回有識者委員会
■優先区間の絞り込み方針
■地域特性・道路交通状況と課題

・道路の利用特性
・防災
・物流
・安全
・観光

■第２回意見聴取方法（案）

第４回有識者委員会
■優先区間（案）の提案、優先区間の設定 等

第２回有識者委員会
■早期の効果発現（優先区間設定）に向けた提案

第２回意見聴取

▼優先区間の絞り込みの観点

令和7年6月6日

令和6年11月20日

〔地域での位置づけ〕
○地域の将来計画（将来像）

など



3. 地域特性・道路交通状況と課題
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3-1. 道路の利用特性 （「主たる走行経路※」の利用特性：大型車） 9

• 「主たる走行経路」の南北断面ともに、内外交通が最も多く約60％を占めている。
• 「主たる走行経路」北側断面では、通過交通が26.2％を占め、内内交通（対象地域発着交通）は11.9％を占めている。
• 「主たる走行経路」南側断面では、通過交通が30.2％を占め、内内交通（対象地域発着交通）は10.1％を占めている。
•大型車交通は南北断面ともに広域的な交通流動（通過交通、内外交通）の比率が高い。

出典：ETC2.0プローブデータ(R5.9.4～R5.12.3/平日)

北側断面 南側断面

10.1%

59.7%

30.2%
対象エリア 内々交通

対象エリア 内外交通

対象エリア 通過交通

サンプル数

78,325台

南側断面のOD内訳

凡 例

内内交通

内外交通

通過交通

通過（広域）交通
の割合は30.2％

N N
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183
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100.0%

21.6%

58.9％

4県道草津伊賀線
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1

対
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県道草津伊賀線

上柘植IC

八日市IC

東近江市役所

甲賀市役所

307

東近江市

日野町

伊賀市

日野町役場

甲賀市

甲賀土山IC

名阪国道

着目断面（南側）

36.1%

48.4%

61.8%

84.9%

100.0%

89.6%名阪国道西側
利用が多い

名阪国道西側
利用が多い

▼大型車に着目した、「主たる走行経路」の利用特性

亀山西JCT
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信楽IC
甲南IC

1

477
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下図は地理院地図を使用 下図は地理院地図を使用

蒲生SIC

竜王IC

307
北側断面のOD内訳

凡 例

内内交通

内外交通

通過交通

通過（広域）交通
の割合は26.2％

11.9%

61.9%

26.2%
対象エリア 内々交通

対象エリア 内外交通

対象エリア 通過交通

サンプル数

130,651台

内外交通が最も多く
61.9％

※主たる走行経路：八日市IC～上柘植IC間の主たる走行経路は、国道307号～県道日野徳原線～広域農道～草津伊賀線となっている

内外交通が最も多く
59.7％

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上



3-1. 道路の利用特性 （「主たる走行経路」の利用特性：小型車） 10

• 「主たる走行経路」北側断面では、内内交通（対象地域発着交通）が25.5％、内外交通が52.9％を占め、対象地域と周辺エリア※間の往来が多い。

• 「主たる走行経路」南側断面では、内内交通（対象地域発着交通）が45.4％を占め、対象地域内の往来が多い。

•小型車の利用圏は概ね国道１号までで、広域的な交通流動は大型車と比較して少なく、その割合（通過交通）は北側断面21.6％ 、南側断面13.8％。

▼小型車に着目した、「主たる走行経路」の利用特性

出典：ETC2.0プローブデータ(R5.9.4～R5.12.3/平日)
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凡 例
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サンプル数

21,798台
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南側断面のOD内訳

凡 例

内内交通
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45.4%

40.8%

13.8%
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利用が多い

亀山西JCT

蒲生SIC

竜王IC

蒲生SIC

竜王IC

421

307

北側断面 南側断面
N N

下図は地理院地図を使用 下図は地理院地図を使用

利用圏は概ね国道１号まで

対象地域内
の往来が多い

対象地域⇔周辺エリア※

の往来が多い

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

※周辺エリア：上位10位ODの内外交通に着目すると、滋賀北東部・滋賀西部・京都以西と対象地域の往来が多い。



3-1. 道路の利用特性 （国道1号の利用特性） 11

•国道１号の大型車交通は、滋賀西部～愛知以東、三重方面の長距離交通を担う。
•国道１号の小型車交通は、対象地域発着交通が大半を占め、短距離交通が多い。
•「主たる走行経路」との往来も見られ、名神名阪連絡道路への転換が想定される。

▼国道１号の利用特性

出典：ETC2.0プローブデータ(R5.9.4～R5.12.3/平日)
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10.6%

対象エリア 内々交通

対象エリア 内外交通

対象エリア 通過交通

サンプル数

103,847台

小型車のOD内訳

凡 例

内内交通

内外交通

通過交通

通過（広域）交通
の割合は10.6％

N

対
象
区
間

京都府

奈良県

滋賀県

八日市IC

着目断面
草津JCT

亀山JCT

亀山西JCT

四日市JCT

1

1

307

名阪国道上柘植IC

N

対
象
区
間

京都府

奈良県

滋賀県

八日市IC

着目断面
草津JCT

亀山JCT

亀山西JCT

四日市JCT

1

1

307

名阪国道上柘植IC

愛知県

岐阜県

愛知県

岐阜県

下図は地理院地図を使用下図は地理院地図を使用

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上



3-1. 道路の利用特性 （高規格幹線道路の利用特性：大型車） 12

▼大型車に着目した、高規格道路の利用特性（着目断面における経路情報）

※1%以下の地域非表示
※上記及び四捨五入の関係で
合計値が100%とならない場合がある 出典：ETC2.0プローブデータ (R5.9.4～R5.12.3)

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査

＜大型車の発着地内訳＞ ＜大型車の路線分担率＞

29% 30%

46% 40%

25% 29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R3センサス ETC2.0

交
通

量
分

担
率

名阪国道 新名神高速 名神高速

•大型車に着目した高規格道路の利用特性をみると、名神高速は新名神高速・名阪国道と比べ南北方向（日本海側や中央道）と
のつながりが強い傾向があり、新名神高速・名阪国道は東西方向における広域交通が多い。
•京都以西～愛知以東間の交通は、新名神高速・名阪国道が担っており、通行止め時など道路を連絡できると効果的である。

名阪国道名神高速

新名神高速 N

N N

対
象
区
間

対
象
区
間

対
象
区
間

着目断面

米原
JCT

養老JCT
彦根IC

栗東IC

栗東湖南IC

竜王IC

蒲生SIC

八日市IC

草津JCT

瀬田東JCT

一宮JCT

湖東三山SIC

下図は地理院地図を使用

下図は地理院地図を使用 下図は地理院地図を使用

三重県

京都府

大阪府

滋賀県

愛知県

岐阜県

着目断面

着目断面

三重県

京都府

大阪府

滋賀県

愛知県

岐阜県

伊賀一之宮IC

壬生野IC

上柘植IC

関JCT

亀山JCT

四日市JCT

八日市IC

名古屋西JCT

飛鳥JCT

三重県

京都府

大阪府

滋賀県

愛知県

岐阜県

瀬田東JCT

草津JCT

信楽IC

八日市IC

甲南IC

甲賀土山IC

亀山西JCT

亀山JCT

四日市JCT

名古屋西JCT

新名神高速・名阪国道と比
べ南北方向とのつながり
が強い傾向

東西方向のつながりが強い

東西方向のつながりが強い

38%

41%

27%

8%

5%

1%

9%
1%

3%

1%

1%

2%

11%

9% 8%

3%

9%

13%

0.4%

3%

20%

47%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

断面1

断面4

断面6

京都以西 滋賀西部 奈良西部・和歌山 奈良東部・名張市

東近江市・日野町 甲賀市・伊賀市 滋賀北東部 北陸

三重 岐阜・長野 愛知以東

名神高速

新名神高速

名阪国道

大型車は広域交通流動の割合が高い

京都以西 滋賀西部 奈良西部・和歌山 奈良東部・名張市
東近江市・日野町 甲賀市・伊賀市 滋賀北東部 北陸
三重 岐阜・長野 愛知以東

E１９

京都以西 中部・北陸以東

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

＜利用率＞

1％未満（非表示）

05％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上



3-1. 道路の利用特性（まとめ） 13

➢「主たる走行経路」の大型車交通には、広域的な交通が多い。
小型車交通は、内々交通が多く、国道１号を境に利用圏域が分かれる。

➢国道1号では、大型車交通の長距離利用が多い。

➢東西方向の広域交通は、新名神高速・名阪国道が担っており、通行止
めリスクを低減する道路ネットワーク形成が必要である。



3-2. 防災 （想定災害：南海トラフ地震） 14

•南海トラフ地震発生時には、福井県・滋賀県から三重県・和歌山県への緊急派遣が計画されており、名神名阪連絡道路はその
際の主要な受援経路となりうることから、広域的な防災機能の強化に寄与すると見込まれる。
•また、能登半島地震時の復旧状況を踏まえると、大規模災害発生時には高規格道路の復旧が優先的に実施されるため、名神
名阪連絡道路も早期復旧が期待できる。

▼南海トラフ地震発生時の緊急派遣チームの派遣のイメージ図

×

出典：「令和6年能登半島地震による高規格道路への影響について」
NEXCO中日本（R6.1.2）

▼令和6年能登半島地震における
高規格道路の復旧
（北陸道及び東海北陸道の通行止め

区間の変化）

震央

《発災1/1 16:10～1/2 21:00 》 《1/2 21:00以降》

丸岡
IC

朝日IC

小矢部砺波JCT

白川郷IC

N
↑

通行止め区間 N

下図は地理院地図

丸岡
IC

朝日IC

小矢部砺波JCT

白川郷IC

↑

下図は地理院地図

岐阜県

京都府

愛知県

大阪府

兵庫県

和歌山県

三重県

対
象
区
間

福井県

滋賀県

南海トラフ地震発生後、
福井県→三重県へ

緊急派遣チームを派遣

N

奈良県 出典：南海トラフ地震応急対応マニュアルをもとに図化
下図は地理院地図（淡色地図）を使用

奈良県庁大阪府庁

三重県庁

兵庫県庁

滋賀県庁

京都府庁

愛知県庁

1

8

8

伊賀市

甲賀市

蒲生郡
日野町

東近江市

23

161

新名神高速道路

伊
勢
自
動
車
道

被災府県

被災府県

派遣予定府県

派遣予定府県

南海トラフ地震発生後、
滋賀県→和歌山県へ

緊急派遣チームを派遣

【初動対応の基本的な流れ】
発災
↓
①南海トラフ地震を確認
↓
②広域連動災害対策本部を設置
↓
③緊急派遣チームの派遣
応援の可否を判断するための情
報を最優先で収集するとともに、
福井県、滋賀県、鳥取県はそれ
ぞれ三重県、和歌山県、徳島県
へ緊急派遣チーム（暫定）を派遣
し、情報収集を行う。
↓
（以下略）

＜南海トラフ地震 想定被害
（滋賀県・三重県）＞

○死者数 53,474人
○負傷者 72,408人
○建物全壊回数 260,837棟

※いずれも滋賀県・三重県の合計値

被災府県 派遣予定府県

三重県 福井県

和歌山県 滋賀県

徳島県 鳥取県

出典：南海トラフ地震応急対応マニュアル
（令和6年2月改訂/関西広域連合）

応急復旧により
約29時間で通行可能に【通行止め区間】

【被災状況写真：北陸道上り線 加賀IC～片山津IC】

《発災1/1》 《復旧1/2》

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

＜広域防災拠点等＞

広域進出拠点

進出拠点

広域物資輸送拠点

海上輸送拠点

広域陸上輸送拠点（滋賀県）

広域防災拠点（三重県）

＜その他＞

津波浸水想定区域

緊急輸送道路（第1次）

災害時の緊急派遣のイメージ



3-2. 防災 （想定災害：地質リスク、土砂災害） 15

•対象地域には、古琵琶湖層群と総称される堆積層および段丘層が分布しており、その主な構成は泥岩層（粘性土・シルト）、砂
層、砂礫層および礫層である。粘性土層を中心に地すべりなど、地質リスクの高い箇所が分布しており、施工時の対策が求めら
れるため、ルート帯の検討時にはこれら高リスク箇所を留意する必要がある。

▼対象地域における地質リスク▼対象地域の地質条件

出典：シームレス地質図V2(産業技術総合研究所 地質調査総合センター)

：花崗閃緑岩 ：花崗岩 ：堆積岩（砂岩・泥岩）：混在岩

：堆積岩（非海成層）

琵琶湖

【凡例(主な地質)】

：堆積岩
（河川堆積物等）

：段丘堆積岩：段丘堆積岩
（扇状地堆積物等）

滋賀県

三重県

堆積層と段丘層が分布
（古琵琶湖層群）
→地質リスクに留意

古琵琶湖層群

＜粘性土質の古琵琶湖層（甲賀市内）＞

出典：日本遺産 ポータルサイトHP

対
象
区
間

対
象
区
間

名阪国道

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

N

421

1

477

307

1

307

183
477

307

4

8

東近江市役所

八日市IC

竜王IC

日野町役場

県道日野徳原線

広域農道

県道草津伊賀線

蒲生SIC

信楽IC

甲南IC

甲賀土山IC

久我IC

向井IC

板屋IC

南在家IC上柘植IC

下柘植IC

壬生野IC

御代IC

甲賀市役所

下図は地理院地図（淡色地図）を使用

凡 例
＜道路網＞

高規格幹線道路
一般国道
主要地方道
都道府県道
その他道路

＜地質リスク＞
地すべり防止区域
土砂災害警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域
山地災害危険地区
山腹崩壊危険地区
崩壊土砂流出危険地区
砂防指定地



出典：気象庁HP 災害をもたらした気象事例
※ 滋賀県・三重県を管轄する彦根気象台・

津気象台より資料発表のあった事例を
整理

※ 着色部：対象地域周辺において、名神・
新名神・名阪国道のいずれかで通行止
めが発生した事例

3-2. 防災 （災害発生状況：豪雨災害） 16

•対象地域では、これまでにも豪雨災害が発生し、河川氾濫や住宅被害などが生じている。
•豪雨災害時には、一般道だけでなく高規格道路においても交通途絶のリスクがあるため、災害時の迂回機能を確保し、災害支
援や復旧活動などを支える道路整備が必要となる。

▼対象地域周辺の豪雨事象（過去10年分 ＋H25年台風18号）

＜対象地域への影響が特に大きい事例（平成25年 台風第18号による大雨）＞

○滋賀県の被害状況
≪人的被害≫

死者…1人、負傷者…9人
≪住宅被害≫

全壊…10戸、半壊…279戸、一部損壊…439戸
床上浸水…49棟、床下浸水…497棟

出典：滋賀県水害情報発信サイト

甲賀市 杣川 水口町虫生野付近 東近江市 芝原町付近

対象地域では、蛇砂川が氾濫し、
鉄橋（鉄道）の流出、道路の浸水等が発生

○台風概要
大型の勢力を保った台風18号は愛知県に上陸。
滋賀県では記録的な大雨となり9月16日午前5時5分、
全国初の大雨特別警報が発表された。
このため県内各地で河川が氾濫し、
浸水被害が多数発生した。

【 名神高速 八日市～彦根IC間】

出典：NEXCO中日本事業評価監視委員会資料

名神高速では、路肩付近の崩落が発生
(上り線が約5日間通行止め)

出典：滋賀県資料

滋賀県 三重県

1 R6年 08月27日 ～ 09月01日 令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風 ○

2 R5年 06月01日 ～ 06月03日 梅雨前線及び台風第2号による大雨 ○

3 R4年 09月17日 ～ 09月20日 令和4年台風第14号による暴風、大雨等 ○

4 R4年 08月01日 ～ 08月06日 8月1日から6日の前線による大雨 ○

5 R3年 08月11日 ～ 08月19日 前線による大雨 ○

6 R2年 07月03日 ～ 07月31日 令和2年7月豪雨 ○

7 R元年 10月10日 ～ 10月13日 令和元年東日本台風（台風第19号）による大雨、暴風等 ○ ○

8 H30年 09月28日 ～ 10月01日 台風第24号による暴風・高潮等 ○

9 H30年 09月03日 ～ 09月05日 台風第21号による暴風・高潮等 ○ ○

10 H30年 06月28日 ～ 07月08日 平成30年7月豪雨（前線及び台風第７号による大雨等） ○

11 H29年 06月28日 ～ 07月08日 台風第21号及び前線による大雨・暴風等 ○ ○

12 H29年 09月13日 ～ 09月18日 台風第18号及び前線による大雨・暴風等 ○

13 H27年 09月07日 09月11日 台風第18号等による大雨 ○

14 H27年 06月02日 ～ 07月26日 梅雨前線および台風第9号、第11号、第12号による大雨 ○

- H25年 9月15日 ～ 9月16日 台風第18号による大雨 ○ ○

期 間
土砂災害の発生
（対象地域周辺の

名神・新名神・名阪国道）
年No.

被 災
名 称

・

・

・



•対象地域周辺の高規格幹線道路やその他直轄国道には、事前通行規制区間が存在し、名阪国道（関IC～伊賀IC間）では連続雨量
230㎜、国道1号（鈴鹿峠）では連続雨量180㎜で通行止めとなるなど、降雨時における迂回機能の不足が課題である。
•対象地域周辺の一般道においても、事前通行規制区間が多数存在しており、降雨時の移動に制限が生じることが課題である。

災害時（雨・風・雪）通行止め回数版
に修正3-2. 防災 （降雨による事前通行規制）

▼対象地域周辺の事前通行規制区間

17

新名神高速道路

名
神
高
速
道
路

対
象
区
間

伊
勢
自
動
車
道

竜
王

八
日
市

草
津

信
楽

亀山
JCT

関伊
賀

出典 道路防災情報Webマップ（中部地方整備局）
道路防災情報Webマップ（近畿地方整備局）

連続雨量201～340ｍｍで規制

◆事前通行規制区間
（緊急輸送道路（高規格道路・直轄国道）、滋賀県管理・三重県管理道路）上）

連続雨量100ｍｍで規制

連続雨量101～200ｍｍで規制

N

芸濃

久居

伊勢関

鈴鹿

京都東

五
月
橋

天
理
東

対象地域周辺には降雨による
事前通行規制区間が存在

亀山

菰野

0

四日市

四日市東

桑名東

東員

新四日市

名阪国道

（連続雨量200mm）

（連続雨量250mm）

（連続雨量280mm）
（連続雨量270mm）

（連続雨量230mm） （連続雨量230mm）

（連続雨量250mm）

（連続雨量300mm）

甲
賀
土
山

（連続雨量200mm）

（連続雨量
180mm）

名阪国道（関IC～伊賀IC間）
では連続雨量230㎜、
国道1号（鈴鹿峠）では連続
雨量180㎜で通行止め

1

Ｅ１

Ｅ１Ａ

Ｅ２５

（連続雨量100mm）

（連続雨量80mm）

（
連
続
雨
量

1
2

0
m

m
）

（連続雨量230mm）

（連続雨量100mm）

（連続雨量100mm）

（連
続
雨
量

1
1
0

m
m
）

※NEXCO管理の高規格道路および県管理道路においては、連続雨量が記載されている
基準値に達していない場合であっても、時間雨量と連続雨量の組み合わせにより、
通行止めとなる場合がある

※図中の事前通行規制区間は、道路防災情報WEBマップから滋賀県・三重県および、
その他府県については名神高速・新名神高速・名阪国道のみ抜粋

凡 例

＜道路種別＞

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

その他道路



3-2. 防災 （高規格幹線道路、直轄国道の通行止め回数） 18

N

Ｅ２５

Ｅ１Ａ

Ｅ１

新名神高速道路

草津
JCT

八日市IC

彦根IC

甲賀土山IC 亀山JCT

通行止め
回数（実績）

29回/10年
1

京都府

奈良県

上柘植IC

針IC 通行止め回数（実績）

57回/10年

国道1号
鈴鹿峠

関JCT

米原JCT

対
象
区
間

滋賀県

三重県

出典：【名神高速・新名神高速】NEXCO中日本・西日本提供データ
【名阪国道】北勢国道事務所提供データ
【国道１号】滋賀国道事務所提供データ

通行止め回数（実績）

15回/10年

通行止め
回数（実績）

18回/10年

通行止め回数（実績）

20回/10年

•名阪国道の通行止め回数（実績）は過去10年で70回に上り、名神高速道路、新名神高速道路よりも多く迂回路の必要性が高い。
•名神名阪連絡道路は、対象地域周辺の高規格幹線道路における通行止め時の迂回機能を担うことが期待されている。

▼名神高速道路・新名神高速道路・名阪国道・国道１号鈴鹿峠における過去10年間の通行止め回数（実績）・通行止め累計時間（H26～R5年度合計）

通行止め回数（実績）

11回/10年

名阪国道の通行止回数は
新名神高速道路の3倍以上

通行止め回数（実績）

70回/10年

通行止め回数（実績）

4回/10年

凡 例
通行止め回数

（回/10年）

～20

21～40

41～60

61以上

0

2

4

6

8

10通
行
止
め
回
数
（実
績
）（
回
／
10

年
）

0

20

40

60

80通
行
止
め
回
数
（
実
績
）
（
回
／
10

年
）

0

50

100

150

200

250通
行
止
め
累
計
時
間
（分
／
10

年
）

0

50

100

150

200

250通
行
止
め
累
計
時
間
（
分
／
10

年
）

0

20

40

60

80通
行
止
め
回
数
（実
績
）（回
／
10

年
）

0

50

100

150

200

250通
行
止
め
累
計
時
間
（分
／
10

年
）

0

20

40

60

80
通
行
止
め
回
数
（実
績
）
（回
／
10

年
）

彦根IC
～米原JCT

八日市IC
～彦根IC

草津JCT
～八日市IC

彦根IC
～米原JCT

八日市IC
～彦根IC

草津JCT
～八日市IC

120h/10年
134h/10年

78h/10年

【通行止め凡例】

鈴鹿峠

0.4回/年

出典：滋賀国道事務所提供データ(降雪のみ)

※工事による通行止を除く

【新名神高速道路】草津JCT～亀山JCT間

甲賀土山IC
～亀山JCT

草津JCT
～甲賀土山IC

164h/10年

215h/10年

甲賀土山IC
～亀山JCT

草津JCT
～甲賀土山IC

【名阪国道】針IC～関JCT間

5.7回/年

7.0回/年

144h/10年

228h/10年

上柘植IC
～関JCT

針IC
～上柘植IC

上柘植IC
～関JCT

針IC
～上柘植IC

出典：北勢国道事務所提供データ

名神名阪
連絡道路

1.5回/年 1.8回/年
1.1回/年

2.0回/年

2.9回/年

名神名阪
連絡道路

15回/10年 18回/10年
11回/10年

20回/10年

29回/10年

57回/10年

70回/10年

【国道１号】鈴鹿峠

4回/10年

降雨 降雪 事故

火災 風 その他

通行止め累計時間(時間/10年)

【名神高速道路】草津JCT～米原JCT間
通
行
止
め
累
計
時
間
（
時
間
／
10
年
）

通
行
止
め
累
計
時
間
（
時
間
／
10
年
）

通
行
止
め
累
計
時
間
（
時
間
／
10
年
）

凡 例

対象地域

＜道路種別＞

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

その他道路



2

2

4

0

2

4

6

8
(回)

3-2. 防災 （同時通行止めの発生状況） 19

•対象地域で、高規格幹線道路の同時通行止め回数は4回/10年。自然災害では、名神・新名神の同時通行止めリスクがある。
•H30年台風21号(H30.9.4）、台風24号(H30.9.30～10.1)においては、名神・新名神で同時通行止めが発生した。
•高規格幹線道路の同時通行止め発生時において、広域的な代替路の確保が可能となる道路ネットワークが必要である。

▼同時通行止め発生時（H30年台風21号）の迂回イメージ▼対象地域周辺で高規格幹線道路が同時通行止めとなった事例（過去10年間）

降雪
風

＜同時通行止め発生回数＞

出典：名神高速道路・新名神高速道路
NEXCO中日本・西日本提供データ（H26年度-R5年度)

名阪国道
北勢国道事務所提供データ（H26年度-R5年度）

※名神・新名神・名阪国道のうち、2路線以上が同時(同日の同時間、同方向)に
通行止めとなった事例を整理

※対象区間の東側・西側は以下のICを基準に集計
名神：八日市IC 新名神：甲賀土山IC 名阪国道：上柘植IC

※表中のカッコ内：通行止め理由 ※工事による通行止めを除く

西側 東側 西側 東側 西側 東側

上り
○

（雪）
○

（その他）

下り
○

（雪）

上り
○

（風）
○

（風）

下り
○

（風）
○

（事故）
○

（風）

上り
○

（風）
○

（風）
○

（風）

下り
○

（風）
○

（風）
○

（風）

上り
○

（風）
○

（風）
○

（風）
○

（風）

下り
○

（風）
○

（風）
○

（風）
○

（風）

上り
○

（風）
○

（風）
○

（風）

下り
○

（風）
○

（風）
○

（風）

上り
○

（風）
○

（風）

下り
○

（風）
○

（風）

上り
○

（雪）
○

（雪）

下り
○

（雪）
○

（雪）
○

（雪）

災害発生の有無

-

台風第21号による
暴風・高潮等

-

台風第24号による
暴風・高潮等

4 R5.1.25 3:20 ～ 16:50

No.

1

2

3

H28.1.21

～19:00

19:00

15:53～14:39

H30.10.1

19:10～14:55H30.9.4

H30.9.30

翌2:15～19:30

19:30

～17:00

7:00～2:15

日付

通行止め発生状況

対象区間より対象区間より対象区間より

名神 新名神 名阪国道
上下時間

出典：NEXCO中日本・西日本 記者発表資料（R5.2）

R5.1 降雪による通行止め事例（新名神）

対
象
区
間

出典：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

三重県

滋賀県

奈良県

大阪府

京都府

福井県

兵庫県

高槻
JCT

大津
JCT

甲賀土山
IC

同時通行止め
9/4 14:55～19:10

同時通行止め
9/4 14:55～19:10

迂回ルート

米原JCT

同時通行止め(下り)
9/4 14:55～19:10

通行止め区間

N

上柘植IC

八日市
IC

凡 例

対象地域

＜道路種別＞

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

その他道路



•近年、名神高速道路等では、降雪に伴う大規模な車両滞留が発生。これを受け、国土交通省では「名神・新名神に関わる広域
的な雪害対応」をR5年12月にとりまとめた。さらにR6年12月に広域迂回の設定をマニュアル化。
•名神名阪連絡道路により、周辺の高規格幹線道路が連結され、広域的な雪害時の通行止め区間の短縮が期待される。

災害時（雨・風・雪）通行止め回数版
に修正3-2. 防災 （名神・新名神に関わる広域的な雪害対応） 20

▼名神・新名神に関わる広域的な雪害対応について ▼北陸道が基準超過に伴い、通行止めとなった場合の迂回イメージ
（P19と同様）

対
象
区
間

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

三重県

滋賀県

奈良県

大阪府

京都府

○通行規制の基本的な考え方

・高速道路は、ネットワーク（JCT間）で規制区間と広域迂回路を設定

・並行国道は、高速道路の超過規制区間と並行する区間を基本とし、
渋滞の恐れがある場合は延伸

○通行止め区間の設定

＜基準超過通行止め区間＞
区間内の１か所でも基準値を超過した場合に通行止めを行う区間

＜広域通行止め区間＞
基準超過通行止め区間を通行止めした場合、広域的な迂回へ誘導する
ために通行止めが必要な区間

▼降雪に伴う通行止め発生事例と、本雪害対応の検討経緯 栗東
湖南IC

米原JCT

名神名阪連絡道路により

通行止め区間が短縮

八日市IC

甲賀土山IC

上柘植IC

大垣IC

岐阜県
愛知県

北陸自動車道

基準超過通行止め区間

出典：「名神・新名神に関わる広域的な雪害対応について」
国土交通省記者発表資料（R5.12、R6.12）

さらにR6.1には名神
関ヶ原地区で大規模
な車両滞留が発生

→R6.12マニュアル改定

出典：「名神・新名神に関わる広域的な雪害対応について」
国土交通省記者発表資料（R5.12、R6.12）

N

長浜IC

広域迂回路

広域迂回路

広域通行止め区間

【R1年実績】

対象地域

2.5％未満

2.5～5.0％未満

5.0～7.5％未満

7.5～10.0％未満

10.0％以上

対象地域

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

凡 例

道路種別

通行止め種別

基準超過通行止め区間

広域通行止め区間



•大阪～名古屋間には名神高速道路、新名神高速道路、名阪国道の3本の高規格幹線道路があるものの、対象地域周辺ではラ
ダー間隔が80kmを超えている。
•名神名阪連絡道路により、規格の高い道路ネットワークが連結されることで、代替迂回機能の強化が見込まれる。

災害時（雨・風・雪）通行止め回数版
に修正3-2. 防災 （高規格幹線道路のラダー機能）

N

三重県

滋賀県

亀山西JCT

草津JCT

名古屋
IC

四日市
JCT

豊田東
JCT

一宮
IC

名古屋西
JCT

10.5km 85.6km 23.4km

5.0
km 55.2km

28.4km

城陽
JCT

吹田JCT

14.2km 7.6
km

48.3km

三ヶ日
JCT

松原JCT

23.5km 83.3km

豊田
JCT

養老
JCT

亀山
JCT

郡山下ツ道
JCT

大津JCT

新四日市
JCT

土岐JCT

66.1km

新東名・伊勢湾岸・新名神 東名・名神 中央道

東名阪・名阪国道・西名阪 ラダー

（※実線は供用中区間、破線は事業中区間）

赤字：ラダー間隔が80km以上の箇所

39.7km

高槻JCT

25.1km 42.0km 23.4km 24.0km

名古屋南
JCT

5.1
km

20.5km

8.3
km

21.2
km

21.4
km

▼大阪～名古屋間のラダーネットワーク

21

対
象
区
間



災害時（雨・風・雪）通行止め回数版
に修正3-2. 防災 （まとめ） 22

➢対象地域では、大規模地震災害が想定され、豪雨災害も度々発生して
おり、高規格幹線道路の交通途絶のリスクがあるため、災害時の迂回
機能の確保が必要。

➢名阪国道は事故による通行止めが頻発。名神高速・新名神高速では自
然災害による同時通行止めリスクが高い。

➢雪害対応では、名神高速・新名神高速が広域的に通行止めとなる可能
性が高く、高規格幹線道路を相互に連絡することで、通行止め区間の
短縮が期待される。

➢対象地域周辺では、高規格幹線道路のラダー間隔が80㎞を超えており、
代替迂回機能の強化が必要。



Ｅ２３

3-3. 物流 （港湾物流・コンテナ貨物流動の状況） 23

•対象地域は、近畿・中部・北陸の重要港湾などへのアクセスが容易であり、コンテナ貨物の流動が活発である。特に、甲賀市は
滋賀県内一の製造品出荷額等を誇るなど、対象地域では今後も輸出産業の発展が期待できる。
•名神名阪連絡道路により、対象地域とのアクセス性が良くなると予想される。

▼対象地域周辺の国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾とコンテナ貨物流動

敦賀港

舞鶴港

神戸港

大阪港

四日市港

名古屋港

韓国・中国へ

シンガポール・
ロシアへ

中国・
アメリカへ

中国・韓国へ

中国・韓国へ

＜甲賀市の製造品出荷額等内訳＞

出典：経済構造実態調査(R5年)R4実績

総額10,935億円

化学工業
4,052億円 37%

生産用機械
1,523億円 14%金属製品・非鉄金属

1,261億円 12%

輸送機械
621億円 6%

プラスチック
490億円 4%

はん用機械
488億円 4%

その他
2,132億円 19%

中国・
アメリカへ

Ｅ８

Ｅ１Ａ

Ｅ２５

Ｅ１

Ｅ２３

Ｅ１

Ｅ１ 1

25

＜対象地域における
市町別船積・船卸港別輸出入貨物割合＞

16%

49%

34%

60%

43%

62%

26%

25%

21%

31%

21%

3%

30%

9%

16%

14%

11%

6%

7%

0.4%

0.2%

2%

8%

1%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

合計

合計

合計

合計

名古屋港 大阪港 神戸港 四日市港 舞鶴港 その他港湾

東近江市

甲賀市

日野町

伊賀市

N■舞鶴港（輸出総額445億円）

〈コンテナ貨物流動〉
輸出入貨物量：22,973トン
うち対象地域：178トン

主
な
品
目

①輸送用機器：48.7%
②原材料：15.4%
③一般機械：11.2% ※2

■神戸港（輸出総額75,116億円）

〈コンテナ貨物流動〉
輸出入貨物量：2,249,798トン
うち対象地域：18,381トン

主
な
品
目

①一般機械：34.0% ※2
②化学製品：21.3%
③原料別製品：16.5% ※1

■名古屋港（輸出総額151,877億円）

〈コンテナ貨物流動〉
輸出入貨物量：3,580,985トン
うち対象地域：47,602トン

主
な
品
目

①輸送用機器：44.6%
②一般機械：17.5% ※2
③電気機器：14.5%

■四日市港（輸出総額10,760億円）

〈コンテナ貨物流動〉
輸出入貨物量：271,471トン
うち対象地域：22,973トン

主
な
品
目

①化学製品：23.9%
②輸送用機器：21.0%
③電気機器：14.7%

■敦賀港（輸出総額1,232億円）

主
な
品
目

①化学製品：35.1%
②電気機器：26.4%
③原料別製品：17.4% ※1

対象地域

対象区間

凡 例

国際戦略港湾

国際拠点港湾

重要港湾

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

69分

• カラー文字は甲賀市における工業製品出荷額上位4品目 ※1：金属製品・非鉄金属を含む ※2：生産用機械を含む
• 所要時間：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査より算出、甲賀市役所から各港湾への所要時間を算出

対
象
区
間

甲賀市役所

■大阪港（輸出総額43,255億円）

〈コンテナ貨物流動〉
輸出入貨物量：2,084,319トン
うち対象地域：34,935トン

主
な
品
目

①電気機器：36.8%
②一般機械：17.6% ※2
③化学製品：13.6%

出＠＠典：
大阪港貿易統計(R5年分)、2023神戸税関貿易概況(確々報)、
名古屋税関管内貿易概況(確々報)(R5年分)、
四日市市税関支署管内貿易概況(速報)(R5年分)
R4年分敦賀税関支署貿易概況、R4年分舞鶴税関支署貿易概況
H30全国輸出入コンテナ貨物流動調査 輸出入貨物量
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3-3. 物流 （対象地域の道路網）

•対象地域では、東西方向に名神高速道路、国道1号、新名神高速道路、名阪国道といった高規格幹線道路および直轄国道が
整備されている一方、南北方向には幹線となる規格の高い道路が存在しない。「主たる走行経路」の北側には国道307号等の広
幅員の道路が存在。南側は幅員が狭い区間が多数存在。

24

主
た
る
走
行
経
路

▼対象地域における国道、県道の道路部幅員状況

八日市IC

421

1

県道日野徳原線183

広域農道

477

307

日野町役場

県道草津伊賀線4

名阪国道上柘植IC

下柘植IC

御代IC

東近江市

日野町

甲賀市

壬生野IC

対
象
区
間

蒲生SIC

信楽IC

307

422

甲南IC

307

甲賀市役所

伊賀市

東近江市役所

林田町

御園

瓜生津町

諸木大橋北詰

松尾北

日田

深山口

徳原

中在寺

小佐治

田堵野

鳥居野

倉部北

上柘植

油日

307

出典：令和3年度全国道路・街路交通情勢調査
滋賀県提供資料

写真①

写真②

＜「主たる走行経路」の道路状況【北側】＞

写真② （甲賀市五反田 付近）

国
道
３
０
７
号

日
野
徳
原
線

広
域
農
道
・市
道

草
津
伊
賀
線

8.0m 車線
3.25

路肩
0.75

車線
3.25

路肩
0.75

車線
3.25

路肩
0.75

車線
3.25

路肩
0.75

10.5m 歩道
2.5

車線
3.25

路肩
0.75

車線
3.25

路肩
0.75

13.0m 歩道
2.5

歩道
2.5

車線
3.25

路肩
0.75

車線
3.25

路肩
0.75

19.5m 歩道
2.5

歩道
2.5

２車線
歩道なし

２車線
片側歩道

車線
3.25

車線
3.25

２車線
両側歩道

４車線
両側歩道

307

写真① （日野市北脇 付近）

126県道相模水口線

N

＜「主たる走行経路」の道路状況【南側】＞

＜道路部幅員パターンのイメージ＞

＜「主たる走行経路」の道路部幅員＞

南

側

北

側

甲賀土山IC

北側は
全体的に
幅員が広い

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

～8.0m

～10.5m

～13.0m

～19.5m

19.5m～

交差点

道路部幅員

（単位：m）

南側は
全体的に
幅員が狭い
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36.6

35.6

31.8

38.1

46.2

46.2

40.8

40.8

40.8
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3-3. 物流 （大型車交通状況）

•対象地域の北部では、東西方向は名神高速、南北方向は国道307号が大型車交通を担っている。
•対象地域の南部では、南北方向につながる幹線道路がないため、大型車交通が県道草津伊賀線、県道相模水口線、広域農道、
県道甲賀土山線、県道甲賀阿山線といった路線に分散しているにもかかわらず、各路線の大型車混入率は30～45％と高い。

25

▼対象地域における道路網および日大型車交通量

八日市IC

蒲生SIC

421

信楽IC

307

422

1

甲賀土山IC

307

県道日野徳原線183

広域農道

477

307

甲賀市役所

日野町役場

県道草津伊賀線4

下柘植IC

御代IC

東近江市

日野町

甲賀市

4,147台/日

26.9％

21,194台/日

38.4％

3,722台/日

25.8％

1,035台/日

9.5％

1,585台/日

20.0％

壬生野IC

1,829台/日

12.5％

2,622台/日

16.4％
29,365台/日

50.5％

938台/日

11.6％

23,912台/日

43.8％

2,245台/日

40.8％

2,586台/日

46.2％

8,122台/日

35.6％

3,932台/日

23.8％

東近江市役所

2,090台/日

36.4％ 775

県道甲賀阿山線

49

県道甲南阿山伊賀線

林田町

御園

瓜生津町

諸木大橋北詰

松尾北

日田

深山口

徳原

中在寺

小佐治

田堵野

鳥居野

倉部北

上柘植

油日

甲南IC

伊賀市

上柘植IC

126県道相模水口線

4
24 県道甲賀土山線

出典：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査

主
た
る
走
行
経
路

南

側

北

側

北側断面

南側断面

対
象
区
間

＜「主たる走行経路」の昼間12時間大型車混入率＞

：30％未満 ：30％以上 ：40％以上

国
道
３
０
７
号

日
野
徳
原
線

広
域
農
道

・市
道

草
津
伊
賀
線

※大型車混入率の平均：滋賀県・三重県の補助
国道・主要地方道の区間別昼間12時間データ

大型車混入率の平均値：10.8％

壬
生
野
Ｉ
Ｃ
～
甲
南
Ｉ
Ｃ
間

＜着目断面の日大型車交通量＞

南側は大型車
混入率が高い

名阪国道

対象地域南部は
幹線道路が少なく
通行経路が分散

3,722

2,090

2,586

3,722

4,676

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

北側断面 南側断面
国道307号

県道草津伊賀線

県道甲賀阿山線

対象地域南部の方が
大型車利用ニーズが多い

■:国道307号 ■:県道甲賀阿山線
■:県道草津伊賀線

(台/日)

出典：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査

対象地域

対象区間

主たる走行経路

壬生野IC～甲南IC間

凡 例

～250台/日

～500台/日

～1,000台/日

～2,000台/日

～3,000台/日

3,000台/日～

交差点

日大型車交通量

日大型車交通量
昼間12時間大型車混入率

N

北側は大型車
混入率が低い

大型車混入率が

平均の約4倍

対象地域北部は
国道307号が
大型車交通を担う



3-3. 物流 （対象地域内の物流交通）

•対象地域の南部では、南北方向につながる幹線道路が不足しているため、国際海上コンテナ車（40ft背高）の通行申請ルートが
分散している。名神名阪連絡道路は令和5年4月に重要物流道路の「計画区間」に指定されており、今後の物流の効率化に寄与
すると予想される。

▼国際海上コンテナ車（40ft背高）の通行申請ルート

26

出典：国土交通省提供

対
象
区
間

名阪国道

161

477

8
Ｅ１

Ｅ２５

Ｅ１Ａ
Ｅ１

307

161

琵琶湖

滋賀県

京都府

1

307
東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

Ｅ１Ａ

1

307

八日市IC

信楽IC

甲南IC
甲賀土山IC

上柘植IC

下柘植IC

御代IC

壬生野IC

▼八日市IC⇔上柘植IC間における現道の大型車交通の分布

出典：ETC2.0プローブデータ
（R5.9.4～12.3平日）
下図は地理院地図を使用

24

N

北側は
国道307号に
通行申請が集中

主
た
る
走
行
経
路

南

側

北

側

県道甲賀阿山線

49県道甲南阿山伊賀線

南側は
複数の県道に
通行申請が分散

県道草津伊賀線4

N N

24

183

775

※1:対象車種は国際海上コンテナ車(40ft背高)のみ(40ft背高コンテナを積載しない状態で通行する場合も含む。)であり、それ以外のコンテナ車は対象外。
※2:車両の車軸の数及び軸距に応じた制限あり。このほか、認証トラクタの駆動軸の軸重(11.5t)、輪荷重(5.75t)の制限あり。
［車両の通行の許可の手続き等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第3,4条を参照］

※3:現行の規定(高さ指定道路)により指定。

南側北側

国道1号付近から
大型車交通が
分散してる

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

申請なし

1～5件

5～10件

10～50件

50～100件

100～200件

200～500件

500件～

申請経路数

凡 例

対象地域

対象区間

主たる走行経路

大型車交通のリンク利用率

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

1％未満(非表示)

5％未満

10％未満

25％未満

50％未満

50％以上

道路種別
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3-3. 物流 （旅行速度状況） 27

•対象地域では、東西方向を担う高規格幹線道路（名神高速、新名神高速、名阪国道）を除き、旅行速度の低い路線が多数存在。
•「主たる走行経路」では、北側の国道307号で、速度低下がみられる。

米原JCT

四日市
JCT

伊
勢
自
動
車
道

Ｅ１

Ｅ８

Ｅ２７

Ｅ２３

Ｅ２３

8

1

307

422

365

27

161

365

23

163

368

165

368

369

165

367

8

303

京都府

三重県

新四日市
JCT

Ｅ１

養老JCT

Ｃ３

Ｃ３

23

1

N

新名神高速道路

奈良県

岐阜県

拡大図

滋賀県

対
象
区
間

下図は地理院地図（淡色地図）を使用

福井県

伊賀市

甲賀市

蒲生郡
日野町

東近江市

▼道路網と交通状況（混雑時旅行速度）

＜北陸自動車道～名阪国道の
混雑時旅行速度＞ (km/h)

出典：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査 出典：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査
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1

県道日野徳原線183

広域農道

307

日野町役場

県道草津伊賀線4

下柘植IC

御代IC

東近江市

日野町

甲賀市

壬生野IC

蒲生SIC

新名神高速道路

信楽IC

307

422

甲南IC

307

甲賀市役所

伊賀市

東近江市役所

林田町

御園

瓜生津町

諸木大橋北詰

松尾北

日田

深山口

徳原

中在寺

小佐治

田堵野

鳥居野

倉部北

上柘植

油日

甲賀土山IC

八日市IC

上柘植IC
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る
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行
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側

北

側

対
象
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間

N

＜広域図（北陸自動車道～名阪国道）＞ ＜「主たる走行経路」の拡大図＞

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

データなし

～20km/h未満

20～30km/h未満

30～40km/h未満

40～50km/h未満

50km/h以上

混雑時旅行速度

国道３０７号

日野徳原線

広域農道
市道

草津伊賀線

刀根PA

五月橋IC
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八日市IC

北
陸
自

動
車
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名
神
高
速
道
路

名
阪
国
道

南北方向は全体的
に旅行速度が低い

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

データなし

～20km/h未満

20～30km/h未満

30～40km/h未満

40～50km/h未満

50km/h以上

混雑時旅行速度
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八日市IC

蒲生SIC
竜王IC

421

栗東湖南IC

栗東IC

1

8 477

信楽IC

307

422

1

甲南IC

307

県道日野徳原線183

広域農道

477

307

甲賀市役所

日野町役場

県道草津伊賀線4

亀山西JCT

亀山JCT

亀山IC

名阪国道
関IC

久我IC

向井IC

板屋IC

南在家IC

上柘植IC

下柘植IC

御代IC

日野工業団地/
日野第二工業団地

（仮称）鳥居平工業団地

八日市不引工業団地/
八日市工業団地

蒲生町中部
工業団地

湖南工業団地/
岩根工業団地

近江水口テクノパーク
水口住宅工業団地

日野(大谷)工業団地/
日野住宅工業団地

寺尻工業団地

甲賀工業団地

甲賀西工業団地

甲南フロンティアパーク

中友田工業団地

出典：登録倉庫事業者棟別リスト
国土数値情報

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

壬生野IC

東近江市役所

3-3. 物流 （工業用地・物流拠点の分布状況と開発動向） 28

•甲賀・伊賀市域には、森林や田畑が広く分布しており、未開発地域も多い。また、製造品出荷額等の上位市町村と比較して、工
場用地の取引価格も低く、開発ポテンシャルが高い。
•また高規格道路を活用した新たな拠点開発事業の調査も開始されており、名神名阪連絡道路との相乗効果が期待される。

▼工業用地立地状況

甲賀土山IC

N

主
た
る
走
行
経
路

南

側

北

側

【北側の拠点開発事業】
産業用地開発事業

東近江市：約45ha

【南側の拠点開発事業】
新名神甲賀工業団地：

<第１期整備区域>

約15.5ha
<第２期整備区域>

約19ha

南北ともに拠点開発計画
あり。
⇒名神名阪連絡道路と
の相乗効果が期待される

＜新名神甲賀工業団地の開発計画＞

甲賀市では、中継拠点として賃貸用物流施設を開発し、併
せて、PPP/PFI事業を通じて地域活性化施設および公園
等の防災拠点を開発・運営するモデリング事業の調査が
令和6年度より開始。

出典：国土交通省
不動産情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
(2014～2023)

出典：R5年経済構造
実態調査(R4実績)

＜製造品出荷額等上位市町村＞

＜工場用地の取引価格統計＞

将来計画区域

第１期整備区域
約15.5ha

新名神甲賀
工業団地

第２期整備区域
約19ha

新名神高速道路

Ｅ１Ａ
甲賀土山IC

対象地域内には
森林・田畑が広く分布

対象地域の
製造品出荷額は
上位

他の出荷額上位
市町村と比べ、
対象地域の
取引価格は低い

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道補助国道

主要地方道・都道府県道

物流倉庫

工場

工場用地

工場用地・工場等の立地状況

建物用地・その他用地

田・その他の農用地等

森林

河川・湖沼



3-3. 物流（まとめ） 29

➢対象地域は、重要港湾などへのアクセスが容易であり、コンテナ貨物の
流動も盛んである。特に甲賀市は、滋賀県内で最も高い製造品出荷額
を誇り、新たな拠点開発計画も進められている。

➢対象地域では、南北方向に幹線となる規格の高い道路が存在せず、
「主たる走行経路」の南側は、北側に比べて大型車の利用ニーズが多
いにも関わらず、幅員が狭い区間が多数存在。
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3-4. 安全 （国道、県道の事故発生状況） 30

•「主たる走行経路」の北側は滋賀県・三重県の両県の平均よりも、死傷事故発生件数が多い。
•また「主たる走行経路」南側と「壬生野ＩＣ～甲南ＩＣ間」の道路は、両県の平均よりも重大事故・正面衝突事故発生割合が高く、
安全性の向上が求められる。

八日市IC

421

信楽IC

307

422

1

甲南IC

307

県道日野徳原線183

広域農道

477

307

甲賀市役所

日野町役場

県道草津伊賀線4

上柘植IC

下柘植IC

御代IC

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

壬生野IC

東近江市役所

▼対象地域における国道・県道の死傷事故事故発生状況

出典：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査、
イタルダ区間別事故データ（R1-R4）

名阪国道

＜kmあたりの死傷事故件数＞

＜重大事故の発生割合＞ 南側は重大事故の
発生割合が

平均の約 ２ 倍

＜正面衝突事故の発生割合＞

775

県道甲賀阿山線

49
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N

主
た
る
走
行
経
路

南

側

北

側

壬
生
野
Ｉ
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～
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Ｉ
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写真②

写真① （日野市北脇 付近）

写真② （甲賀市甲南IC 付近）

対
象
区
間

対象地域

対象区間

主たる走行経路

壬生野IC～甲南IC間

凡 例

0件/kmまたはデータなし

～0.25件/km

～0.5件/km

～1.0件/km

1.0件/km～

kmあたりの死傷事故件数

甲賀土山IC

滋賀県・三重県の
平均 0.5件/km

北側は
死傷事故件数が

平均の約 ２ 倍

滋賀県・三重県の
平均 13％

滋賀県・三重県の
平均 3％

南側は正面衝突事故
の発生割合が

平均の約 ５ 倍

写真①



3-4. 安全 （ヒヤリハット発生状況） 31

•甲賀市内の「主たる走行経路」周辺では、ヒヤリハット（急制動）の地点が多く存在している。

▼ヒヤリハット発生状況の位置図 ▼対象地域におけるヒヤリハット（急減速率）発生状況

※自治体ごとに、データを「急減速率」「走行量」※の大きい順に並べ、均等に6等分して表示

出典：滋賀県・三重県とあいおいニッセイ同和損保(株)
出典：との包括的連携協定に基づいてデータ取得
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N N
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1

4
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126

4

甲南IC

八日市IC

307

県道甲賀土山線

主たる走行経路

主たる走行経路

主たる走行経路

主たる走行経路

307

4

北側 南側

「主たる走行経路」周辺
で急制動が多発

八日市IC

蒲生SIC
421

新名神高速道路

1

甲南IC

307

県道日野徳原線183

広域農道

477

甲賀市役所

日野町役場

県道草津伊賀線
4

名阪国道

上柘植IC

東近江市

日野町

甲賀市

伊賀市

壬生野IC

東近江市役所

307

下柘植IC

御代IC

N

対
象
区
間

甲賀土山IC

1

主
た
る
走
行
経
路

南

側

北

側

対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

都道府県道

その他道路

主たる走行経路 北側

主たる走行経路 南側

ヒヤリハット発生状況の図郭



86 

86 

92 

92 

92 

100 

70 

62 

62 

100 

65 

11 

1 

27 

27 

30 

24 

16 

16 

16 

0 20 40 60 80 100 (％)

片側

片側

なし

なし

片側

片側

両側

片側

片側

片側

片側

片側

片側

片側

片側

なし

両側

片側

片側

片側

片側

片側

片側

12.4

12.4

26.9

26.9

26.9

26.9

26.9

25.8

26.8

36.6

36.6

36.6

35.6

31.8

38.1

46.2

46.2

40.8

40.8

40.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

3-4. 安全 （対象地域の歩道整備状況） 32

•対象地域では、国道・県道において、歩道整備率が低い路線が多数存在。
•「主たる走行経路」南側は、歩道整備率が特に低く、大型車混入率が高いことから、歩行者・自転車の安全性確保に課題がある。

八日市IC

421

1

県道日野徳原線183

広域農道

477

日野町役場

県道草津伊賀線4

上柘植IC

下柘植IC

御代IC

東近江市

日野町

甲賀市

壬生野IC

蒲生SIC

信楽IC

307

422

甲南IC

307

甲賀市役所

伊賀市

東近江市役所

林田町

瓜生津町

諸木大橋北詰

松尾北

日田

深山口

徳原

中在寺

小佐治

田堵野

鳥居野

倉部北

上柘植

油日

御園

＜「主たる走行経路」の歩道整備率・歩道幅員＞

：50％以上 ：25％以上 ：25％未満

(歩道整備率 ％)

N

対
象
区
間

甲賀土山IC

1

歩道整備率の平均値：52.5％

写真②

写真①

：30％未満 ：30％以上 ：40％以上

大型車混入率の平均値：10.8％

国
道
３
０
７
号

日
野
徳
原
線

広
域
農
道

・
市
道

草
津
伊
賀
線

※大型車混入率の平均：滋賀県・三重県の
補助国道・主要地方道の区間別
昼間12時間データ

【写真①】（日野町 松尾 付近）

両側歩道

南側は
大型車混入率
が高い

北

側

主
た
る
走
行
経
路

南

側

※歩道整備率の平均：滋賀県・三重県の補助国道、主要地方
道の平均。
※歩道の整備状況：両側、片側でグラフ左側に記載

出典：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査
滋賀県提供資料

国
道
３
０
７
号

日
野
徳
原
線

広
域
農
道
・市
道

草
津
伊
賀
線

＜「主たる走行経路」の
昼間12時間大型車混入率＞

▼対象地域における国道、県道の歩道整備状況

【写真②】（ 甲賀市 鳥居野 付近）

歩道なし

北側は
大型車混入率
が低い

南側は
歩道整備率が
平均より低い

北側は
歩道整備率が
平均より高い

(％)
対象地域

対象区間

主たる走行経路

凡 例

歩道なし

～2.0m

～3.0m

～5.0m

5.0m～

歩道幅員



3-4. 安全 （まとめ） 33

➢「主たる走行経路」は、滋賀県・三重県の両県の平均よりも、事故発生
件数や重大事故・正面衝突事故発生割合が高い。

➢特に、「主たる走行経路」南側は、歩道整備率が低く、大型車混入率が
高いことから、歩行者・自転車の安全性の向上が必要である。
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3-5. 観光 （観光動向）

・ 対象地域の年間観光入込客数は年々増加傾向であり、観光集客力のポテンシャルは高い。
・ 東西方向は、名神高速道路、新名神高速道路、名阪国道の3本の高規格幹線道路が通過し、アクセス性が高い。
・ 甲賀市・伊賀市の間など、観光地間の連携も進んでいるが、対象地域南北の道路ネットワークの脆弱性が課題。

▼主な観光施設とR5年度市町村別観光入込客数

出典：滋賀県観光入込客統計調査（H27～R4）、三重県観光レクリエーション入込客数推計書（H27～R4）
観光庁 共通基準による観光入込客統計（H27～R4）

※全国平均値は観光庁による観光入込客統計にH27～R4年値がすべて公表されている15県の平均値を算出

▼対象地域の年間観光入込客数

対象地域

全国平均
滋賀県合計
三重県合計

34

▼対象地域周辺の観光地間連携

出典：R7.2 甲賀市観光まちづくり協会ヒアリング

「忍びの里 伊賀・甲賀」の交流 蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言

○甲賀市・伊賀市では「忍びの
里 伊賀・甲賀」が日本遺産に
登録されており交流が盛ん。

○対象地域は南北の道路ネット
ワークが弱いので、観光周遊
する上で課題と感じる。

○大阪・関西万博を見据え、R5
には甲賀・伊賀・大阪の関係
機関で観光振興の連携協定
を締結。

○日野町は蒲生氏郷公の生誕の地。
今日まで3市町で交流が続いている。

○R４年11月には、松阪市の氏郷まつり
にお招きいただきました。

出典：青雲之志町長コラムR4.12（日野町HP）

・ 戦国武将の蒲生氏郷は、
・ 3市町 に 関わりの深い戦国武将。

・ H14年、交流推進等の目的で、3市町 で 共同宣言

※3市町：日野町、松阪市、福島県会津若松市

※

※

対象地域の
観光入込客数は
年々増加傾向

年々増加傾向であったものの
コロナ禍により一時減少

出典：滋賀県観光入込客統計調査（R5）
出典：三重県観光レクリエーション入込客数推計書（R5）
出典：令和3年度全国道路・街路交通情勢調査
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連携強化で南北の
広域連携を図る
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501万人～

301～500万人
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101～200万人

100万人未満

＜対象地域周辺のR5年度観光入込客数＞
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3-5. 観光 （宿泊者交通流動） 35

• 対象地域に来訪する宿泊客の出発地は、大阪府が18%と最も多く、次いで愛知県が16%と多い。
• 道路の利用特性を踏まえると、近畿方面からの宿泊客は名神高速・新名神高速を、中部・関東方面からの宿泊客は新名神高
速・名阪国道を利用していると推測される。
•名神名阪連絡道路により規格の高い道路ネットワークが連結されることで、関西・中部・関東方面からの観光客のアクセスが向
上し、広域的な観光交流や観光誘客の促進が期待されます。

▼対象地域の宿泊客の出発地分布

対
象
区
間

出典：観光予報プラットフォーム推進協議会（2019年5月現在）

大阪府
18%
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関東方面
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京都府
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日野町

甲賀市
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滋賀県

奈良県大阪府

京都府

福井県

岐阜県

兵庫県

愛知県

N ＜対象地域の宿泊客内訳＞

出典：観光予報プラットフォーム推進協議会
（2019年5月現在）

対象地域の宿泊客は
大阪府、愛知県、関東
方面が約5割を占める

大阪府からの
宿泊客が最も多い

対象地域

対象区間

凡 例

高規格幹線道路

その他直轄国道

一般国道・補助国道



4. 第２回意見聴取方法（案）

36



4-1. 第２回意見聴取の主旨 37

➢第１回意見聴取では、地域住民・道路利用者が迂回・物流・安全の課題
を実感していることを把握。

➢第２回意見聴取では、優先区間の設定に向けて、地域特性・道路交通
状況を示したうえで、広域的な道路利用者の課題を把握する。



4-2. 意見聴取方法と対象者

■意見聴取期間

令和７年夏～秋
■地域住民・道路利用者の意見聴取の対象地域

（滋賀県東近江市、日野町、甲賀市、三重県伊賀市）

意見聴取・照会 対象 実施方法

■道路利用者
（広域）

○滋賀県・三重県 (地域外)
○愛知県・岐阜県・福井県・

京都府・大阪府・奈良県・
和歌山県

○WEBアンケート
（登録モニター）

○物流ドラ イバー

○WEBアンケート
※各県トラ ック協会を

通じて配信
○高規格道路SA/PAでの

インタビュー調査

■地域住民 ○東近江市・日野町・
甲賀市・伊賀市

〇アンケート、ヒアリング

38

■意見聴取の対象と実施方法（※1）

•第２回意見聴取期間は、令和７年夏頃の実施を予定。
•広域的な道路利用者（特に物流ドライバー）、地域住民を対象にアンケート、関係団体・周辺自治体を対象にヒアリングを実施。

※2 名神名阪の要望、意見および期待等に関する自由意見を聴取

計画周知
ヒアリング

対象 実施方法

■関係団体・周
辺自治体等

○東近江市・日野町・
甲賀市・伊賀市・その他

（県内）
○ヒアリング

※1 前回の設問に加えて広域的な視点の設問も聴取

■計画の周知及び期待の声を収集 （※2） 上柘植IC

信楽IC

甲南IC

甲賀土山IC

栗東IC 栗東湖南IC

竜王IC

蒲生SIC

八日市IC

湖東三山SIC

伊賀IC

南在家IC

下柘植IC

御代IC
壬生野IC

伊賀一之宮IC

板屋IC

草津JCT

新名神高速道路

甲賀市

蒲生郡
日野町

伊賀市

東近江市

中瀬IC

友生IC

五月橋IC

白樫IC

上野IC

Ｅ１

Ｅ２５

Ｅ１Ａ

307

422

163

治田IC

大内IC

上野東IC

421

163

477

307

307

8

1

1

477

8

307

Ｅ１Ａ

向井IC

久我IC 関JCT

亀山JCT

亀山西JCT

Ｅ２３

N

滋賀県

三重県
京都府

対
象
区
間

下図は地理院地図（淡色地図）を使用

主
た
る
走
行
経
路

凡 例

対象地域

IC、JCT

＜道路種別＞

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

その他道路



4-2. 意見聴取方法と対象者 39

•Webアンケート調査会社の登録モニターに対するWebアンケートにより、広域的な道路利用者の意見聴取を行う。
•業界団体を通じたWebアンケートにより、道路利用者（物流ドライバー）の意見回収率向上を図る。
•オープンハウス、自治体窓口での留め置きアンケートの実施により、主に地域住民の意見聴取を行う。
•県HPにおけるWebアンケートにより、道路利用者の意見聴取を行う。

■オープンハウスの開催イメージ■Webアンケートの実施イメージ 広域的な道路利用者の
意見聴取を実施

地域住民の
意見聴取を実施



4-3. 意見聴取項目と活用方針 40

■アンケート調査項目■アンケート調査項目

アンケートの質問項目 アンケート結果の活用 対象者 実施回

名神名阪連絡道路周辺の課題について
・名神名阪連絡道路周辺における道路の現状について、回答者の認識を確

認し、回答者の考える課題を把握する。
・項目：迂回、物流、安全、観光

地域住民
道路利用者
関係団体

地方自治体

第１回
名神名阪連絡道路への期待について

・名神名阪連絡道路に対して期待する事項について、回答者の認識を確認
し、回答者が重視する事項を把握する。

・項目：迂回、物流、安全、観光

その他の自由意見 ・その他、道路に関する課題や意見を幅広く聴取する。

防災（迂回）に関する課題認識について
・能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表により、防災（迂回）に関

する課題認識に変化が生じたかを把握する。

道路利用者
（広域、物流
ドライバー）
地域住民

道路利用者

第２回名神名阪連絡道路周辺の課題について

・名神名阪連絡道路周辺における道路の現状について、回答者の認識を確
認し、回答者の考える課題を把握する。

・項目：迂回、物流、安全、観光
※第１回意見聴取の設問を基本としつつ、広域的な視点からの設問を追加。

その他の自由意見 ・その他、道路に関する課題や意見を幅広く聴取する。

回答者の属性、利用状況 ・回答結果に対して、各分類で整理し、分析する。 共通 共通

第2回
意見聴取項目



4-4. 第２回アンケート（案） 41

■アンケート表紙 ■アンケート用課題提供資料（問2に対応）



4-4. 第２回アンケート（案） 42

■アンケート用課題提供資料（問3A、A-1、A-2に対応）



4-4. 第２回アンケート（案） 43

■アンケート用課題提供資料（問3B、B-1、Ｃ、Ｄに対応）



4-4. 第２回アンケート（案） 44

■アンケート回答用紙



５. 今後の進め方 （予定）

45



５. 今後の進め方 （予定） 46

第1回委員会

■対象地域の概況、道路交通課題
■政策目標、意見聴取方法、PIの進め方の方針決定

令和4年11月16日

第1回意見聴取

・沿線地域や企業等へのヒアリング、アンケート 等

第3回委員会

■地域・道路交通状況と課題
■第２回意見聴取方法（案）

令和5年1月12日～2月19日

令和7年6月6日

実
施
済
み

次回以降委員会

■地域・道路交通状況と課題、将来計画の整理
■優先区間（案）の提案、優先区間の設定 等

第2回委員会

■第1回意見聴取の結果
■早期の効果発現（優先区間設定）に向けた提案

令和6年11月20日

第2回意見聴取

・沿線地域や企業等へのヒアリング、アンケート 等

令和7年夏頃


